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電力会社

―東日本大震災以降の状況（2012年）―

　東日本大震災後、電力会社を取り巻く状況は大きく変化している。原子力発電所に対する安全

性の問題や、再生可能エネルギーへの注目など多岐に渡る。本ケースの目的は、震災後の外部環

境変化を踏まえて、今後の電力会社（賠償問題が長引くことが予想される東京電力を除く）のビ

ジネスの今後の方向性を検討することである。

「脱」原子力発電の動き

　2011年3月11日に発生した東日本大震災において東京電力福島第一原子力発電所が被災した。

この影響は大きく、政財界をはじめとして「脱」原子力発電の議論が活発化した。

原子力発電所再稼働問題

　東日本大震災後、原子力発電所の再稼働の問題が出てきた。定期点検を終えた原子炉の再稼働

に対し、安全性確保の問題から再稼働の見通しが立たなくなった。日本国内における商業用原子

力発電所は50基以上存在したが、2012年 5月には全てが稼動を停止した［1］。

　政府は、原子力発電所の安全性に関する総合評価（ストレステスト）を行うことを決定している。

ストレステストには一次評価と二次評価があるが、原子力発電所の再稼働には、その一次評価を

5

10

15

20

25

30

90-12-17369

[1] 電力各社ホームページによる「原子力発電所運転状況」参照。

本ケースは安田直樹（M33）と慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 中村　洋が公表資料から作成した。経営

管理に関する稚拙を記述したものではない。  　　

本ケースは慶應義塾大学ビジネス・スクールが出版するものであり、複製等についての問い合わせ先は慶應義塾

大学ビジネス・スクール (〒 223-8526 神奈川県横浜市港北区日吉 4丁目 1番 1号、電話 045-564-2444、e-mail:

case@kbs.keio.ac.jp)。また、注文は http://www.kbs.keio.ac.jp/ へ。慶應義塾大学ビジネス・スクールの許

可を得ずに、いかなる部分の複製、検索システムヘの取り込み、スプレッドシートでの利用、またいかなる方法 

( 電子的、機械的、写真複写、録音・録画、その他種類を問わない )による伝送も、これを禁ずる。

Copyright© 中村　洋、安田直樹（2012 年 9 月作成）
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実施する必要がある［2］。また、ストレステストのみならず、再稼働に対する地元の合意も求められ、

原子力発電所の再稼働問題が長期化している。

　2012年 7月に、夏場の電力供給懸念の高まりから、関西電力大飯発電所3、4号機が再開した

が、新たな原子力発電所再開の目処は立っていない。

原子力発電所に対する厳しい世論

　日本経済新聞が2011年 7月 29日～ 30日に行った将来の原子力発電のあり方を問う世論調査

では、今後原子力発電を「減らすべきだ」50％、「現状維持」24％、「全廃すべきだ」21％、「増

やすべき」1％となった。原子力発電から代替エネルギーへの移行に伴う電気料金の値上げにつ

いては「受け入れられる」68％、「受け入れられない」27％となった。その後、2012年 2月 17

日～ 19日に行われた世論調査でも、原子力発電所の再稼働について「賛成」が 41％、「反対」

が54％となった［3］［4］ 。

欧米諸国の動向

　欧米諸国においても福島第一原子力発電所事故を受けて「脱」原子力発電の動きが起こった。

ドイツでは2011年 6月に、2022年までにドイツ国内の原子力発電所を全て停止する「脱」原子

力発電の法案が閣議決定され、2011年 7月までに下院・上院で可決された。スイスやイタリア

でも「脱」原子力発電が検討されている［5］。

原子力発電の輸出の動向

　大震災以前の電力会社は、既に成熟している国内市場から新たな市場、ビジネスチャンスを獲

得するために、海外でのコンサルティングや発電事業を行ってきた。

　2010年10月、沖縄電力を除く電力会社9社と東芝などの国内の原子炉メーカー及び政府系ファ

ンドである産業革新機構は、国際原子力開発株式会社を共同で設立した。海外での原子力発電プ

[2] 一次評価では、現在定期点検で停止している発電所の再稼働の可否を判断、二次評価では、すべての原子力
発電所が今後継続して運転できるかを判断するために実施する。関西電力 プレスリリース「高浜発電所 1 号
機の安全性に関する総合評価に関わる報告書の提出について」

 （http://www.kepco.co.jp/pressre/2012/pdf/0113_1j_01.pdf）〔2012 年 2 月アクセス確認〕参照。
[3] 日本経済新聞（2011 年 8 月 1 日及び 2012 年 2 月 20 日）参照。
[4] 毎日新聞による 2011 年 12 月の世論調査では、定期点検で運転を停止している原子力発電所の再開の賛否に

ついて 33％が「賛成する」、62％が「反対する」となった。毎日新聞（2011 年 12 月 5 日）参照。
[5] 日本経済新聞（2011 年 7 月 1 日及び 2011 年 7 月 9 日）参照。
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ロジェクト受注に向けた提案活動や調査を行うことになっている。2010年 10月末には、ベトナ

ムにおける原子力発電所建設の受注を獲得している。

　震災後、ベトナムを含む 4か国の原子力協定署名後の国会承認が先送りされていたが、2011

年 12月に承認された。しかし、与党内でも輸出には慎重な意見があるため、今後原子力発電の

輸出が促進されるとは限らない［6］。

電力会社の資金調達と財務状況

　原子力発電所再稼働問題の影響で、従来に比べ電力会社の経営の先行きが不透明になった。稼

働できなくなった原子力発電分を補うために電力会社は急遽、火力発電の発電割合を高めるこ

とになった。一方で火力発電用の燃料費高騰もあり、資金調達面及び財務状況に対して変化が

起きた。

資金調達への影響

　東日本大震災以前の電力会社は、長期にわたる設備投資が多かった。そのため、資金調達は

社債及び金融機関からの長期借入で行っていた。特に電力会社は、信用力が高いことから格付

けが高く、低利で調達可能な社債の発行を中心に資金を工面してきた（電力債は一般担保付社

債とも呼ばれ、その債権者は、電気事業法により、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を

受ける権利を有するため、より低利での資金調達が可能であった）［7］。調達された資金は、設備

投資や銀行からの借入金返済、社債償還用の資金として利用されていた。

　しかし、震災後は社債による資金調達が困難になった。例えば、東京電力の長期債格付けは、

震災前の Aa2（ムーディーズ・ジャパン）から震災後に Ba2へ引き下げられた［8］。この結果、

社債の起債が困難になり、複数の金融機関からの融資に頼らざるをえなくなった。

　同様に、東京電力を除く電力会社 8社（原子力発電を保有しない沖縄電力を除く）の長期債

[6] 日本経済新聞（2011 年 12 月 7 日）参照。
[7] このような一般担保付社債は、通常の企業は発行できない（ただし、新聞報道によれば、このように電力会

社が有利な仕組みを、原子力発電所の事故が起きた際の被害者への賠償を優先するため、早ければ 2014 年か
ら廃止しようとする動きもある。：日本経済新聞 2012 年 8 月 19 日）。東京電力が 2010 年 5 月 28 日に発行し
た第 563 回社債（年限 10 年）の利回りは年 1.39％、同時期の日本国債（10 年）の利回りは年 1.278％である。
東京電力「発行実績一覧 平成 22 年度」（http://www.tepco.co.jp/ir/keiri/jissek-j.html）及び財務省「過
去の金利情報」（http://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/data/jgbcm_2010.csv）〔2012 年 2 月
アクセス確認〕参照。 

[8] 格付けの定義：「Aa」とは信用力が高く信用リスクが極めて低いと判断される債務に対する格付け、「A」とは
中級の上位で信用リスクが低いと判断される債務に対する格付け、「Ba」とは投機的要素を持ち相当の信用リ
スクがあると判断される債務に対する格付け。ムーディーズ・ジャパン「格付記号と定義」

 （http://www.moodys.co.jp/PDF/ratingsdefinitions_mjkk.pdf）〔2012 年 2 月アクセス確認〕参照。 
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格付けも震災後に引き下げられ、同様に社債による資金調達は一時期、困難になった。このため、

銀行からの長期借入による資金調達へ変更した（一部の電力会社では、当面の資金をコマーシャ

ルペーパーの発行からも賄っている［9］。資料1参照）。

　2012年 6月に、東京電力を除く電力会社は徐々に社債の発行を再開した。5年債で年0.575％～

0.821％の利率が設定されている。

財務状況の悪化

　火力発電所の発電割合を高めたため、追加の燃料調達で電力会社は数千億円規模の燃料費の増加

を余儀なくされ、経営が圧迫している（資料2参照）。2011年度4月から12月期連結決算において

東京電力のみならず、その他の電力会社9社中7社が最終赤字に陥った。加えて、原子力発電所へ

の長期的な安全性向上の対策も必要となり、今後も継続的にコストが増加することが懸念される。

　最終的には、火力発電増加分の燃料費及び原子力発電所の追加安全対策コストを賄うため、電

気料金の値上げが必要になる［10］。電力会社は経営効率化を行い電気料金の値上げを抑えようと

している。しかし、電力会社に対する批判によりこれらのコストを電気料金に十分に転嫁できな

い場合、電力会社の財務状況はさらに悪化する。

風力発電や太陽光発電に対する期待の高まり

　東日本大震災後、再生可能エネルギーが注目を浴びている。それにつれて、投資ファンドの設

立や自治体による太陽光発電所の誘致などが活発化している。

風力発電事業の経営課題

　風力発電事業は、電力会社や商社、風力発電ベンチャーなど様々な企業が行っている。風力発

電事業単体での経営課題を分析するために、風力発電事業に特化している日本風力開発を事例に

挙げる。日本風力開発は、発電所25か所を所有し、風力発電能力において国内3位の事業者で

ある［11］。ただ、2009年以降、日本風力開発の営業利益は赤字化している［12］。これは、風力発

[9] しかし、CP は短期的な資金であり、発行の限度枠もあるため、長期的には CP だけでは賄えない。日本経済新
聞（2011 年 4 月 5日及び 2011 年 8 月 9日）参照。

[10] 一部の電力会社では 2012 年 4 月から電力自由化部門における電気料金の値上げを行うことを発表した。 
[11] 保有発電能力 1位はユーラスエナジーホールディングス（豊田通商と東京電力の合弁）、2位は電源開発である。
[12] 日本風力開発は、2009 年に会計処理の変更が行われている。内部取引の一部を修正し、（修正により売上高が

約 3億 4千万円減少した）有価証券報告書の訂正報告書を提出している。
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電に対する政府補助金の廃止・縮小が主な要因である（資料3及び資料4参照）。また、高い資

金調達コストや低い設備利用率という点が経営に大きく影響を与えた［13］。

　日本風力開発の資金調達手法として、金融機関による長期借入及び社債で調達している。大

震災以前の場合、電力会社10社の長期借入金利が 1％～ 1.8％であるのに対し、日本風力開発

の長期借入金利は3.37％と日本風力開発の資金調達コストは高かった［14］。

　その他にも、風力発電事業者が売電収入を上げるには、風力発電所の設備利用率も重要である。

設備利用率を向上するにはトラブルやメンテナンスによる停止時間の削減や、風況の良い立地

場所の選定が必要になる。以上のことから、風力発電や太陽光発電事業を成功させるためには、

資金調達（補助金を含む）、設備利用率の向上、発電に適した土地の確保が最低条件になる。

再生可能エネルギー全量固定買取制度

　2011年 8月に、再生可能エネルギーで発電された電気を国が定めた固定の買取価格で一定期

間、電力会社が全量買取ることが義務化された。一方、買取に必要な費用は電気を使用する需

要家が電気使用量に応じて負担する。

　従来の「太陽光発電の余剰電力買取制度」との違いは、①買取の発電対象が太陽光発電から

再生可能エネルギー全体に拡がったこと、②買取の対象が、発電し自家消費されなかった余剰

分のみの買取から、売電のみを目的とする発電事業用の発電に拡がったことである。

　2012年度の買取価格（7月から実施）は、太陽光 42円（10kW以上、調達期間は 20年）、風

力23.1円（10kW以上、調達期間は20年）と決定された。試算された発電コスト（2010年）は、

太陽光が30.1円～ 45.8円 /kWh（稼動年数 20年）、風力が 9.9～ 17.3円 /kWh（陸上、稼動年

数20年）であり、十分にコストをまかなえる金額・期間となっている。さらに、政府の試算では、

今後の量産効果や技術革新により、コストは2030年までに半減することが予想されている。

　この全量固定買取制度により、再生可能エネルギーの発電事業者は、安定した収入を長期に

わたって得ることができるため、再生可能エネルギー普及が一気に進むことが期待されている。

制度の運用が始まった 2012年 7月の 1ヶ月間のみで、今年度の政府目標である 250万 kWの 2

割強にあたる 56万 kWの電力買取の申し込みがあった（出力ベースで 78％が太陽光発電）。既

に、同様の制度を導入したドイツ及びスペインでは太陽光発電システム累積容量が大幅に伸びた 

（資料5参照）［15］。

[13] 設備利用率は、「一定期間における発電電力量÷（最大出力×一定期間）」で計算される。 
[14] 電力会社 10 社及び日本風力開発「2010 年度有価証券報告書」参照。
[15] 各国の太陽光発電買取価格はドイツの場合 21.11 〜 28.74 ユーロセント /kWh（2011 年 1 月）、スペインの場合

25.86 〜 32.20 ユーロセント /kWh（2010 年度第 4 四半期）である。経済産業省「平成 22 年度太陽光発電シス
テム等の普及動向に関する調査」（http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2011fy/E001389.pdf）〔2012 年
2 月アクセス確認〕参照。 
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発送電分離に対する議論

　原子力発電所の事故をきっかけに、電力会社の発送電分離の議論も一部で行われている［16］。

これは、電力会社が一手に握っている発電部門、送電部門、配電部門（小売り）から送電部門

を分離させる議論である。分離させることで、再生可能エネルギーを含む発電事業及び配電部

門の新規参入を促そうとしている。

　ただし、分離の形態によっては、電力会社はその強みの一つである送電網を失うことになる。

そのため電気事業連合会会長（関西電力社長八木誠氏）は、垂直統合のメリット（安定供給）が

失われるとして、発送電の一貫体制が今後も重要であると主張している［17］。

スマートグリッド活用方法の変化

　東日本大震災以前において、日本版スマートグリッド構想では、不安定な再生可能エネルギー

による電気を電力網に組み入れることに重きを置いていた。

　しかし、震災後、原子力発電所の稼働停止による電力供給不足の懸念から、電力需要のピー

クシフトを行うためのスマートメーター及びスマートグリッドの活用も視野に入ってきた。ピー

クシフトとは、１日における最大の利用時間帯（一般的に 14時頃）を分散させることである。

そのため、スマートメーターを利用したピーク時間帯料金の設定や、スマートグリッドを用い

てピーク時間帯は蓄電池に貯めた電気を利用することなどが考えられている［18］。

　一方、スマートグリッドで必要とされるテクノロジーの一つである「需要家側のエネルギーマ

ネジメント技術」の動きとして2011年 7月に、東京電力や三菱自動車、KDDIなど 10社による

HEMS（Home Energy Management System）市場の確立と普及を目的としてHEMSアライアンスの

立上げが行われた［19］。今後本格的な電気自動車、スマート家電、電力系統の連携が検討されつ

[16] 分離方法として、「会計分離（送電部門に関する会計を分離）」「法的分離（送電会社を分離するが、子会社で
も可能）」「機能分離（独立系統運用機関といった中立機関が系統運用を実施）」「所有分離（送電部門の資産保
有も別会社に分離、資本関係は認めない）」の 4つが挙げられる。現在、どのような分離方法が適しているか
議論が始まったところである。資源エネルギー庁総合資源エネルギー調査会 第 8回基本問題委員会「電力シ
ステム改革に関するタスクフォース論点整理」

 （http://www.enecho.meti.go.jp/info/committee/kihonmondai/8th/8-11.pdf）〔2012年2月アクセス確認〕参照。
[17] 電気事業連合会「2012 年 2 月 17 日電事連会長定例記者会見」
 （http://www.fepc.or.jp/about_us/pr/kaiken/__icsFiles/afieldfile/2012/02/17/kaiken20120217.pdf）
〔2012 年 2 月アクセス確認〕参照。

[18] 電力会社の取組として東北電力では東日本大震災後大容量の NaS 電池を設置し需要の多い時間帯に NaS 電池か
ら電気の供給を行うことを発表するなどスマートグリッドを構成する技術の本格的な活用も徐々に進んでい
る。ただし、他社で発生した NaS 電池の火災事故により当面の間工事を見合わせることになっている。東北電
力 プレスリリース「大容量『NAS 電池』の設置について」 

 （http://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/1183342_1049.html）〔2012 年 2 月アクセス確認〕参照。
[19] KDDI 株式会社 ニュースリリース「HEMS アライアンスの立ち上げについて」
 （http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0712/index.html）〔2012 年 2 月アクセス確認〕参照。  
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つある。HEMSで得られた家庭内電力使用状況の情報活用方法や、HEMSを用いた電力使用状況表

示により利用者に対して節電を促すなど電力会社がどの分野で強みを生かせるかが問われる。

電気自動車・プラグインハイブリッドカーの動向

　節電の動きがある一方で、電気自動車やプラグインハイブリッドカーの普及は、電力需要の増

加につながる。日本における一般家庭の月間消費電力はおよそ 300kWhである［20］。一方で、一

般的な電気自動車の電費は10km/kWhであるため、各家庭に電気自動車が普及し1家庭当たり月

間300km走行すると仮定すると、一般家庭の消費電力を10％押し上げる効果がある。

　2011年 3月末における国内電気自動車保有台数は、1万台近くに達した（軽自動車含む）［21］。

また、2011年 11月には商用車向け電気自動車の販売開始、2011年末にはプラグインハイブリッ

ド車の受注開始で、電気自動車及びプラグインハイブリッドカーが身近になりつつある。車両

の購入費用はガソリン車に比べ割高であるものの、ガソリンに比べ走行距離あたりの費用が低

いことが経済的なメリットになっている。

　加えて、電気自動車の利便性向上のために、三菱自動車や中部電力などの9社によって会員制

急速充電サービスを行う合同会社の設立など電気自動車を用いたビジネスも開始されている［22］。

日本では、充電スタンド数は4680ヶ所（急速1264ヶ所）になっている［23］。

　電力会社は、電気自動車やプラグインハイブリッドカーの普及によって増加していく電力需

要及び充電ニーズ（消費者ならびに充電サービスを行う事業者にとって便利な課金あるいは回

収方法も含む）に対してどのように対応していくか問われる［24］。

[20] 電気事業連合会「日本の電力消費」（http://www.fepc.or.jp/present/jigyou/japan/index.html）〔2012 年 2
月アクセス確認〕参照。

[21] 次世代自動車振興センター「電気自動車等保有台数統計（推定値）」
 （http://www.cev-pc.or.jp/NGVPC/data/index.html）〔2012 年 2 月アクセス確認〕参照。
[22] 三菱自動車 プレスリリース「会員制急速充電サービスを行う合同会社設立に向けた合意について〜電気自動

車用急速充電インフラの整備拡大に向けた取組を開始〜」
 （http://www.mitsubishi-motors.com/publish/pressrelease_jp/corporate/2011/news/detailbb24.html）
〔2012 年 2 月アクセス確認〕参照。

[23] EV ナビ（http://ev.gogo.gs/）〔2012 年 2 月アクセス確認〕参照。
[24] 各家庭においては、定期的に検針員が巡回して使用された電力量をチェックし、各家庭の口座から電気料金が

引き落とされている。
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環境問題と新たな規制の動向

地球温暖化対策

　2002年に発効した京都議定書よって、日本は温室効果ガスの排出量を1990年の基準年として

2008年から 2012年の 5年間（第一約束期間）で6％削減義務を負うことになった（震災後も継

続するが、日本は2013年以降の第二約束期間の設定については反対している）。その中で、震災後、

火力発電所の利用が高まったため、CO2 排出量増加が懸念されている。

自治体による規制

　東京都は、政府の地球温暖化対策の推進政策に沿って、日本の地方公共団体として初めて

2008年に「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」を導入した。この制度は、原油

換算で年間1,500kl以上使用する事業所を対象に削減義務を課すものである。削減の対象とな

る事業所は、2010年から 2014年度まで（第一計画期間）に事業所の基準排出量に対して6％な

いし8％（事業所の使用目的により削減量は異なる）の削減義務を負う。

　未達成の事業所にはペナルティーが課せられる。ペナルティーとして、削減未達成不足量の

1.3倍の量の削減義務が発生する。さらに、このペナルティーにも違反した場合、東京都知事が

代理で未達成分の排出クレジットを調達し、調達費用が請求される。

排出規制の対象となる事業所は、自ら削減する他に、排出量取引によって排出量を調達するこ

とも認められている。東京都の総量削減義務における排出量取引は以下の4つがある。

　　　 ● 超 過 削 減 量 ： 削減対象事業所が義務量を超えて削減した量

　　　 ● 都内中小クレジット ： 都内の中小規模事業所が削減した量

　　　 ● 都 外 ク レ ジ ッ ト ： 都外の事業所が削減した量

　　　 ● 再エネクレジット ： 電気等の環境価値を削減量に換算した量

　超過削減量・都内中小クレジット・都外クレジットの 3つのクレジットは、事業所が削減し

た分を取引するものである。

　一方で再エネクレジットは環境価値をクレジット化したものである。再生可能エネルギーに

おいて発電された電気は、「電気としての価値」と「CO2 を排出しない価値（環境価値）」に分け

られる。再生可能エネルギーで発電された電気の環境価値を、東京都が再エネクレジットとし

て発行する。東京都の条例以外で認定されている新エネルギー等電気相当量［25］、グリーン電力

[25] 新エネルギー等電気相当量：電気事業者は、販売電力量に対して一定割合以上の新エネルギー等から発電さ
れる電気の利用を義務付けられている（電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法）。この
法律の下で義務履行のために電気と分離して事業者間で取引ができる環境価値のこと。 
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証書、グリーン熱証書を購入し再エネクレジットとして使用することもできる［26］。

　東京都の試算では、排出量取引の取引価格は、CO2 1トン当たりおよそ15,000円程度になる

と考えられている［27］。年間 1,500kl 使用する事業所（CO2 換算で約 2,200トン）において 8％

の削減義務を課されている場合、削減義務量を全て排出量取引で賄うと、第一計画期間（5年間）

で約1,300万円の取引コストがかかる。

コンバインドサイクル発電

　原子力発電所の再稼働ができない中、CO2 排出低減と発電効率の向上を目的にコンバインドサ

イクル発電の活用が進んでいる。コンバインドサイクル発電とは、ガスタービンと蒸気タービ

ンを組み合わせて発電する方法である。これにより、通常の火力発電に比べて同量の燃料でよ

り多くの電力を発電でき、結果としてCO2 の排出量を削減することができる［28］。

　震災後のコンバインドサイクル発電の動向として、東京都による天然ガス発電所の建設プロ

ジェクトの立ち上げや［29］、東京電力の緊急的に設置するガスタービン発電設備をコンバインド

サイクル方式への変更が挙げられる［30］。これらの目的は、震災後発生した電力需給の逼迫への

対応や環境負荷低減である。

今後の展開

　東日本大震災前の電力会社は、原子力発電を一つの柱としてビジネスモデルを成立させてき

た。しかし、震災後の外部環境変化により、大容量の電力を容易に得ることができる原子力発

電に依存することが次第に困難になってきている。このような中で、電力会社は、今後どのよ

うなビジネスモデルを、どのように構築すべきであろうか。

[26] 東京都環境局「地球温暖化対策 制度概要」
 （http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/cap_and_trade/overview.html）〔2012 年 2 月 ア

クセス確認〕参照。
[27] 東京都環境局「東京都の排出量取引制度の概要」
 （http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/attachement/torihiki_gaiyou110323.pdf）〔2012

年 2 月アクセス確認〕参照
[28] コンバインドサイクル発電：まず圧縮空気中で燃料を燃やし高温高圧のガスを発生させる。このガスを活用

してガスタービンを回し発電を行う。次に、ガスタービンを回し終えた排ガスに残っている熱を活用し水を
沸騰させる。沸騰させた蒸気を利用して蒸気タービンを回し発電を行う。電気事業連合会「コンバインドサ
イクル発電」（http://www.fepc.or.jp/learn/hatsuden/fire/combined_cycle/index.html）〔2012 年 2 月アク
セス確認〕参照。

[29] 東京都環境局「東京天然ガス発電所プロジェクト」
 （http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/energy/index.html）〔2012 年 2 月アクセス確認〕参照。
[30] 東京電力 プレスリリース「千葉火力発電所ガスタービン発電設備のコンバインドサイクル化について」
 （http://www.tepco.co.jp/cc/press/12010603-j.html）〔2012 年 2 月アクセス確認〕参照。



1090-12-17369

資
料
 
1
：
　
電
力
会
社
各
社
　
平
成

2
3
年
度
第
１
四
半
期
末
・
第

3
四
半
期
末
 
貸
借
対
照
表
（
要
約
）

　
　
単
位
：
百
万
円



11 90-12-17369

（
続
き
）



1290-12-17369

資
料
 
2
：
　
電
力
会
社
各
社
 
平
成

2
3
年
度
第

3
四
半
期
損
益
計
算
書
（
要
約
）

単
位
：
百
万
円



13 90-12-17369

資料 3：　日本風力開発　売上高推移

出所：日本風力開発株式会社 有価証券報告書

資料 4：　日本風力開発　営業利益推移

出所：日本風力開発株式会社 有価証券報告書
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資料 5：　世界各国の太陽光発電システム累積導入量（MW）推移

出所：Trends in Photovoltaic Applications (Report IEA-PVPS T1-20:2011)
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